
第７回千葉市景観総合審議会 

平成２７年５月１８日（月） 

都市計画課 都市景観デザイン室 
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議案第４号 

屋外広告部会運営規程の改正ついて 
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＜改正内容の概要＞ 
・条例第８条の規定による、禁止物件に掲出する広告物の
許可について、屋外広告部会の議をもって、審議会の議決
とみなすこととする。  
  

＜背景＞ 

・社会情勢に対応するため、平成２６年度に条例改正を 

行い、審議会の議を経ることによって道路等の公共施設に
広告物の掲出が可能となった。(屋外広告物条例第８条) 

・条例第8条の規定による申請物件数が増加することが予
想され、その都度審議会を開催することが困難なため。  



※議案第４号・参考資料 

屋外広告物条例第８条 
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＜改正前＞ 
市長は、広告物又は広告物を掲出する物件が次に掲げる要件を満たす
と認めるものについて、特に必要があると認めるときは、千葉市景観
総合審議会の議を経て、前条第2項第7号に規定する基準の適用を除外
することができる。 

＜改正後＞ 

市長は、広告物又は広告物を掲出する物件が次に掲げる要件を満たす
と認めるものについて、特に必要があるとみとめるときは、審議会の
議を経て、第3条第1項及び第3項の規定にかかわらず、同条第１項第
1号若しくは第５号の物件若しくは道路の路面に屋外広告物を表示し、
又は広告物を掲出する物件を設置することについて第６条第1項の許
可をし、又は前条第2項第7号及び同条第3項各号に規定する基準の適
用を除外して第6条第1項の許可をすることができる。  



報告１ 

平成２６年度 景観法に基づく届出について 
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＜景観法に基づく届出＞ 

 ・合計：７２件（うち景観アドバイザー相談 ２６件） 

   ・建築物５４件、工作物１２件、開発行為６件 

  

 

図：うみの景観ゾーンの配慮指針 



報告２ 

平成２６年度 屋外広告物条例に基づく申請について 
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＜屋外広告物等表示（設置）許可＞ 

 ・合計：５８５件 

   ・新規１５２件、更新４０９件、改造２４件 

 

＜屋外広告業登録＞ 

 ・合計：６４件 

   ・新規３０件、更新３４件 

 

＜違反広告物除却＞ 

 ・除却数：１５，５０１枚 

 

 

 

 



報告３ 

千葉市屋外広告物条例の一部改正について 
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１ 改正事項 

 （１）屋外広告物条例 

   ア 広告物景観形成地区の創設 

   イ 許可の特例の拡充 

   ウ 適用除外となる広告物の追加 

   エ 手数料の納付方法の変更（※） 

   オ その他軽微な変更 

 

 （２）屋外広告物条例施行規則 

   ア 安全点検確認書の添付義務化（※） 

   イ 車両広告物の適用除外基準の改正 

   ウ 様式等の軽微な変更 

 

２ 施行日 

   平成２７年４月１日（ただし、（※）のあるものは７月１日） 

モノレール支柱にも掲出
が可能となる。 

仮囲いの景観配慮型広告
物は申請が不要になった。 
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１ 広告物景観形成地区 

（２）背景 
 ・自主的な基準を設け、良好な景観を形成してきた地域では、一部の 
 違反者により、良好な景観が阻害されることを懸念。 
 ・自主的基準に法的な位置付けを望んでいる。 

（１）制度の概要 
 ・地区独自の許可基準を設けることができる。（条例第４条の２） 
 ・住民と協働による基準作り、説明会等の開催により、住民の意思を 
 十分に取り入れ、地区の指定を行う。 

幕張新都心 中央公園プロムナード 幕張ベイタウン 

自主的基準を条例に基づく許可基準にする。 

  広告物を排除するのではなく、広告物によって魅力ある景観を 
  形成するために広告物景観形成地区を活用できる。 
   
  具体的な指定までの手続きは「広告物景観形成地区の指定に関 
  するガイドライン」に定めている。 

報告３ 

千葉市屋外広告物条例の一部改正について 
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 報告3 千葉市屋外広告物条例の一部改正について 

２ 許可の特例の拡大（条例第8条） 

（２）背景 
 ・まちのにぎわい創出等のため、道路空間への広告物の設置が求めら 
 れており、道路占用許可の緩和が進んでいる。 
 ・良好な景観や公衆への危害の防止に影響のない場合は、屋外広告物 
 条例も緩和し、社会情勢に対応することを求められている。 

（１）改正内容の概要 
 ・第8条を改正し、緩和できる項目を拡大。 
   ・許可基準の緩和（従来どおり） 
   ・禁止物件、禁止行為の適用除外（追加） 
   ・第１種地域の許可条件の緩和（追加） 

路面へのトリックアート 
(幕張新都心） 

モノレール支柱の広告 
（千葉駅東口） 

壁面全面を使用した 
プロジェクションマッピング（東京駅） 
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３ 適用除外となる広告物の追加（条例第9条） 

（２）背景 
 ・発注者である市が工事現場の仮囲いに景観に配慮した広告物の掲出 
 を推奨している。 
 ・多くの他都市では、工事現場の仮囲いへの広告物を適用除外として 
 いる。（景観に配慮した場合） 

（１）改正内容の概要 
 ・工事現場の仮囲いへの広告物について、非営利で景観に配慮して 
 いる場合は、適用除外とする。 

東京都京橋の事例 小学生による絵画 

 報告3 千葉市屋外広告物条例の一部改正について 

アマチュア写真家展 
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４ 安全点検確認書の添付（施行規則第2条の改正） 
                           

（２）背景 
 ・広告物に関わる事故が全国的に発生。 
 本市でも重大な事故が発生する前に防止する 
 必要がある。 

（１）改正内容の概要 
 ・更新の際に安全点検確認書の添付を義務 
 ・安全確認点検書の作成は有資格者でなければならない。 
   ・資格：屋外広告士、建築士、講習会修了者等 

 
 ※ただし、はり紙、ポスター、はり札、立看板、旗、 
 のぼり、横断幕、電柱類の広告、車両等の広告は資格 
 を有しない者でも作成できる。 

安全点検確認書の様式（案） 

 報告3 千葉市屋外広告物条例施行規則の一部改正について 



第７回千葉市景観総合審議会 
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